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　この賞は、広く子どもの読書活動
について関心と理解を深めるととも
に、子どもが積極的に読書活動を行
う意欲を高める活動について、優れ
た実践を行っている団体に対して表
彰されるものです。
　平成５年に発足した「たんぽぽの
家」は、現在33人の会員で構成され、
久米図書館を拠点に、子どもたちが
本を好きになり、心豊かに育ってい
くことを願いながら、読み聞かせや
人形劇などの活動を続けています。

「たんぽぽの家」
子どもの読書活動優秀実践団体
文部科学大臣表彰を受けました

　携帯電話やパソコンに「サイト利用料金
が未納」｢退会処理がされず延滞料金が発
生している」などのメールが送り付けられ、
慌てて相手方に連絡をとると「支払わない
と取り立てに行くぞ」と恐怖心をあおる犯
行手口で、振り込みなどを強要されます。
心当たりのない内容のメールが送られても、

　架空請求なのか確認したい場合でも、相
手には問い合わせず、消費生活センターや
警察に相談しましょう。
※民事訴訟手続きを悪用した架空請求もあるので、裁判
所名で訴状が届いた場合は放置しないで、電話帳など
で番号を確認したうえ、裁判所に問い合わせましょう

問い合わせ先　危機管理課332-2042、
　津山警察署管内防犯連合会325-0110

　経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難
な場合、保険料の納付が免除・猶予となる制度があります。
「保険料免除制度」
　本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、申
請により、保険料の全額または一部（４分の１、２分の１、
４分の３）が免除となります。
「若年者納付猶予制度」(30歳未満の人）
　本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により、
保険料の納付が猶予されます。
免除・猶予の期間は７月から翌年６月まで
　原則として毎年申請が必要ですが、全額免除または若年者
納付猶予が承認された人が、申請時に翌年度以降も申請を行
うことをあらかじめ希望された場合は、継続して申請があっ
たものとして自動的に
審査を行います。
申請に必要なもの　年
金手帳、印鑑（本人
の場合は不要)。失
業を理由とするとき
は、離職票または雇用保険受給資格者証が必要
問い合わせ先　保険年金課（市役所１階６番窓口）332-20
　72、または各支所市民生活課

若年層を中心に被害が多発

架空請求詐欺にご用心

感染予防・感染拡大予防に努めてください。通常のインフルエンザと同じ対応で予防できます

●せきやくしゃみが出るときはティッシュなどで口と鼻を覆
い、ほかの人から顔をそらすこと
●使ったティッシュはすぐにごみ箱に捨てること
●せきやくしゃみなどの症状がある人には必ずマスクを着けて
もらうこと
●せきやくしゃみを抑えた手、鼻をかんだ手はすぐに洗うこと
●帰宅後や不特定多数の人が触る物に触れた後には手洗い・う
がいを日常的に行うこと
●手洗いは、石けんを使い最低15秒以上行うことが望ましく、
洗った後は清潔なタオルやペーパータオルなどで水分を十分
ふき取ること
●病気の人との密接な接触を避けること
●人混みや繁華街への不要不急な外出を控えること
●十分な休養で体力や抵抗力を高め、日頃からバランスの良い
食事と規則的な生活を心掛け、体調を管理すること

発熱などの体調変化があった場合は、医療機関に掛かる前に発熱
相談センターに相談してください

【発熱相談センター】
平日（8：30～17：15）美作保健所323-0163、523-6129
休日（24時間体制)、夜間（17：15～翌朝8：30）コールセンター3086-226-8092、5086-226-8106

※２週間程度の食料品・生活必需品などの備蓄もしてください 問い合わせ先　健康増進課332-2069
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　市民主体のまちづくりを推進するため、地域のさ
まざまな課題の解決方法を市民活動団体や事業者な
どに提案していただき、その団体と市が協力して課
題解決を行う「公募提案型協働事業」を実施します。
この事業の実施により、公共サービスに提案団体の
特性が活かされるなど、市が単独で行うよりもきめ
細やかで質の高いサービスの提供が期待されます。
　多くの協働事業提案をお待ちしています。
応募方法　協働推進課に備え付けの協働事業提案書
など（市ホームページからもダウンロード可）に
団体の規則や会則、総会資料、活動内容が分かる
資料を添えて直接または郵送

 事業の流れ

 事業の概要
　市民活動団体や事業者などが、次のいずれかの方
法で企画提案を行い、選考された事業を実施します。
①市民活動団体などが企画を提案（テーマは自由)
②市民活動団体などが市の掲げるテーマについて
提案
・特産品を活用した地域づくり事業（米粉、自
然薯、巨大胚芽米、小粒大豆、青大豆、小麦、
ハトムギなどの新しい加工品や料理の開発・
PR。生産者の育成や産地化）
・地域資源を活用した観光や交流体験事業（自
然や史跡、農産物などの地域資源を活かした
観光や交流体験プログラムを企画・実施）

問い合わせ先　〒708-8501 津山市山北520 協働
　推進課（市役所３階）332-2032

発熱センターの開設時間については、状況により変更する場合があります

　・無視することが一番
　・相手に連絡しないようにしましょう
　・支払わないようにしましょう

公開事業報告会
　　　　　4月

評価
　  4月

事業完了
～3月31日

協働での
事業実施

事業決定
　7月下旬

公開プレゼン
　 7月18日

国民年金保険料の免除・猶予制度

※一部免除は、残りの保険料を納付しなかった場合には未納と
　同じ扱いになります

【免除・猶予と未納の違い】

新型インフルエンザ対策を
お願いします

募集締め切り
   　7月10日

とき　７月18日㈯午前９時～　ところ　コミュニティセン
ター「あいあい｣　内容　提案内容の発表会

～明日につなごう あなたの力とわたしの思い～
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